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定 款 
 

第１章 総則 

 

（商号） 

第 １ 条 当会社は、魚津観光まちづくり株式会社と称する。 

 

（目的） 

第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

  １． 観光振興やまちづくり活動を行う者との連携、調整等に関する業務 

  ２． 観光施設の管理運営業務 

  ３． 市場調査に関する業務 

  ４． 体験プログラムや着地型旅行商品の企画、開発、販売 

  ５． 観光の情報発信、プロモーション業務 

  ６． 地域資源を生かした特産品の開発、販売 

  ７． レンタサイクル事業 

  ８． ふるさと納税に関する業務 

  ９． 旅行業法に基づく旅行業 

 １０． 商工業事業者に対する新規創業支援及び事業経営支援、事業承継に関する情報

の収集、提供 

 １１． 中心市街地等に関する情報の収集、管理、発信 

 １２. 中心市街地等の空きビル、 空き店舗等の既存ストックを活用したリノベーショ

ン業務 

 １３. 動産、不動産の仲介、斡旋、保有、交換、賃貸借、管理、運用及び売買 

 １４． 駐車場、飲食店、物品製造・販売店、観光文化等地域活性化に必要な設備や施

設、店舗の企画調整、開設及び経営 

 １５． 地域活性化の創出に資する各種イベントの企画、運営支援及びチケット委託販

売業務 

 １６． 公的機関の受託事業 

 １７． 人材育成のための研修、セミナーの企画、運営 

 １８． 市街地整備等まちづくりに関わる調査研究、企画調整、事業推進並びにコンサ

ルタント業務 

 １９. 書籍、印刷物の企画制作、出版及び販売 

 ２０．前各号に附帯または関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第 ３ 条 当会社は、本店を富山県魚津市に置く。 

 

（公告の方法） 

第 ４ 条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。 
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第２章 株式 

 

（発行可能株式総数） 

第 ５ 条 当会社の発行可能株式総数は、２，０００株とする 

 

（株券の不発行） 

第 ６ 条 当会社の株式については、株券を発行しない。 

 

（株式の譲渡制限） 

第 ７ 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 

 

（相続人等に対する株式の売渡し請求） 

第 ８ 条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当

該株式を当会社に売渡すことを請求することができる。 

 

（株主名簿記載事項の記載等の請求） 

第 ９ 条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求す

るには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株

主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び

株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、

法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。 

 

（質権の登録及び信託財産の表示） 

第 １０ 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会 

社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなけれ 

ばならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 

 

（手数料） 

第 １１ 条 前２条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなけれ 

ばならない。 

 

（基準日） 

第 １２ 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を

有する株主（以下「基準日株主」という。）をもって、その事業年度に関す

る定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、

当該基準株主の権利を害しない場合には、当会社は、当該基準日後に、株式

を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使する

ことができる株主と定めることができる。 

２ 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者 

を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を 

定めることができる。 

３ 前項の場合には、その日を２週間前までに公告するものとする。 
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（株主の住所等の届け出） 

第 １３ 条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、 

当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に 

届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、 

同様とする。 

 

（募集株式の発行等） 

第 １４ 条 募集株式の発行に必要な事項の決定は、会社法第３０９条第２項に定める 

株主総会の決議によって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、会社法第３０９条第２項に定める株主総会の決議 

によって、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定 

を取締役会に委任することができる。 

３ 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法第 

２０２条第１項各号に掲げる事項は、取締役会の決議により定めることがで 

きる。 

 

 

第３章 株主総会 

 

（招 集） 

第 １５ 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、 

臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 

２ 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、 

社長がこれを招集する。社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序に 

より、他の取締役がこれを招集する。 

３ 株主総会を招集するには、会日の１週間前までに、議決権を行使することが 

できる株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、会社法第２９８ 

条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合には、会日の２週間前 

までに発するものとする。 

 

（招集手続の省略） 

第 １６ 条 株主総会は、その株主総会において議決権を行使することができる株主全 

員の同意があるときは、会社法第２９８条第１項第３号又は第４号に掲げる 

事項を定めた場合を除き、招集手続を経ることなく開催することができる。 

 

（議長） 

第 １７ 条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、あらか 

じめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 

 

（決 議） 

第 １８ 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した 

議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株 

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決 
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権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

 

（決議の省略等） 

第 １９ 条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があっ 

た場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株 

主が書面又は電磁的記録によってその提案に同意したときは、その提案を可 

決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。 

２ 前項の場合には、株主総会の決議があったものとみなされた日から１０年間、 

同項の書面又は電磁的記録を当会社の本店に備え置くものとする。 

 

（議決権の代理行使） 

第 ２０ 条 株主又はその法定代理人は、他の議決権を有する株主を代理人として議決 

権を行使することができる。この場合は、株主総会ごとに代理権を証明する 

書面を提出しなければならない。 

２ 株主は、前項の代理権を２名以上の者に行使させてはならない。 

 

（議 事 録） 

第 ２１ 条 株主総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、１ 

０年間当会社の本店に備え置くものとする。 

 

 

第４章 取締役、代表取締役及び取締役会 

 

（取締役の員数） 

第 ２２ 条 当会社の取締役は、３名以上とする。 

 

（取締役の選任） 

第 ２３ 条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権 

の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数 

の決議によって選任する。 

２ 取締役の選任は、累積投票によらない。 

 

（取締役の任期） 

第 ２４ 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 

関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 補欠又は増員で選任された取締役の任期は、前任取締役又は他の在任取締役 

の任期の満了すべき時までとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 ２５ 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役の中から代表取締役を選定する。 

２ 代表取締役１名のときは、当該代表取締役を社長とし、代表取締役２名以上 

のときは、取締役会の決議をもって、社長を１名選定する。 

３ 必要に応じて、取締役会の決議をもって、取締役の中から会長、専務取締役 

及び常務取締役を選定することができる。 
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（業務執行） 

第 ２６ 条 社長は、会社の業務を統轄し、専務取締役及び常務取締役は、社長を補佐し、 

定められた事務を分掌処理し、日常業務の執行に当たる。 

２ 社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が社長 

の業務を執行する。 

 

（取締役会の設置） 

第 ２７ 条 当会社は、取締役会を置く。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第 ２８ 条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるとき 

は、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第 ２９ 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の３日前までに発する。ただ 

し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。また、取締役全員 

の同意があるときは、招集の通知をしないで取締役会を開催することができ 

る。 

 

（取締役会の決議） 

第 ３０ 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、そ 

の過半数をもって行う。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第 ３１ 条 取締役会の決議の目的たる事項について、取締役から提案があった場合に 

おいて、当該提案につき議決に加わることができるすべての取締役が書面又 

は電磁的記録によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の 

取締役会の決議があったものとみなす。 

 

（取締役会の議事録） 

第 ３２ 条 取締役会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出 

席した取締役および監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を 

し、１０年間当会社の本店に備え置くものとする。 

 

 

第５章 監査役 

 

（監査役の設置） 

第 ３４ 条 当会社は、監査役を置く。 

 

（監査役の権限） 

第 ３５ 条 監査役は、会計に関する事項のみについて監査する権限を有し、業務につい 
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て監査する権限を有しない。 

 

（監査役の員数） 

第 ３６ 条 当会社の監査役は、１名以上とする。 

 

（監査役の選任） 

第 ３７ 条 監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権 

の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数 

の決議によって選任する。 

 

（監査役の任期） 

第 ３８ 条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 

関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任 

した監査役の任期の残存期間とする。 

 

（監査役の報酬等） 

第 ３９ 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 

上の利益は、株主総会の決議をもってこれを定める。 

 

 

第６章 計算 

 

（事業年度） 

第 ４０ 条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期とす 

る。 

 

（剰余金の配当） 

第 ４１ 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記 

載若しくは記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行 

う。 

 

（剰余金の配当等の除斥期間） 

第 ４２ 条 剰余金の配当が支払提供の日から３年を経過しても受領されないときは、 

当会社は、その支払の義務を免れるものとする。 

 

 

第７章 附則 

 

（設立に際して出資される財産の最低額） 

第 ４３ 条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、次のとおりとする。 

 

金１，０００万円 
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（最初の事業年度） 

第 ４４ 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和８年３月３１日まで 

とする。 

 

（発起人の氏名および住所、割当てる設立時の発行株式の数等） 

第 ４５ 条 発起人の氏名および住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数お 

よび設立時発行株式と引き換えに払い込む金額の額は、次のとおりである。 

 

   発起人 石川製麺株式会社 代表取締役 石川勝康 魚津市大海寺野621番地 

引き受け株式数  ３株 払い込む金額 金３００，０００円 

 

発起人 四十万隆一            魚津市諏訪町19番４号 

        引き受け株式数  １株 払い込む金額 金１００，０００円 

 

発起人 魚津市 魚津市長 村椿晃 

引き受け株式数  １株 払い込む金額 金１００，０００円 

    

発起人 株式会社ジェック経営コンサルタント 代表取締役 山瀬孝 

富山市湊入船町３番30号 

引き受け株式数 １０株 払い込む金額 金１，０００，０００円 

 

 

（定款に定めのない事項） 

第 ４６ 条 この定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定め 

るところによる。 

 

令和７年２月１９日 

 

  上記は、魚津観光まちづくり株式会社定款に相違ありません。 

 

   発起人 石川製麺株式会社 代表取締役 石川勝康 

   発起人 四十万隆一 

   発起人 魚津市 魚津市長 村椿晃 

   発起人 株式会社ジェック経営コンサルタント 代表取締役 山瀬孝 


